
事 情 ― ３ ３ １

令和５年１２月２７日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１―４５（人事・給与関係業務情報システムを使用す

る場合の人事関係手続の特例）の運用について」の一部改正につい

て（通知）

「人事院規則１―４５（人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人

事関係手続の特例）の運用について（平成１８年３月３１日職参―１１４）」の

一部を下記のとおり改正したので、令和６年１月１日以降は、これによってくだ

さい。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

１・２ （略） １・２ （略）

３ 前項の人事関係手続の事務を担 ３ 前項の人事関係手続の事務を担

当する者が代わって行う人事関係 当する者が代わって行う人事関係

手続においては、人事・給与関係 手続においては、人事・給与関係

業務情報システムに入力された文 業務情報システムに入力された文



書等の人事院規則１―３４（人事 書等の人事院規則１―３４（人事

管理文書の保存期間及び保存期間 管理文書の保存期間）の規定によ

が満了したときの措置）の規定に る保存期間中は、同項の職員に係

よる保存期間中は、同項の職員に る人事関係手続の内容と当該入力

係る人事関係手続の内容と当該入 された文書等の内容とが同一であ

力された文書等の内容とが同一で ることを確認することができるよ

あることを確認することができる うにするものとする。

ようにするものとする。

４～８ （略） ４～８ （略）

以 上


